
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇今年度もコロナ禍の中、なかなか思うような事業が出来ない状況でしたが、総務

部会・生涯学習部会合同の歴史探訪バスハイク、青少年部会の芋掘り体験、保健環

境部会の通学路パトロール等の屋外事業に多くの方に参加いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇来年度は、例年行われている視察研修、バスハイク、公民館まつりの他、各部会 

新しい事業も計画されています。 

詳しい各部事業予定は 総会議案報告・役員紹介・事務局配置図とともに令和 4 年

度 第１号でお知らせ致します。 

 

〇 3 月１０日〔木〕総務部会・理事会が開催されました。 

総務部会の中で今年一年ご活躍いただきました各役員の方々に役員報酬が支払わ

れました。 
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※防犯防災部会より 

防犯防災啓発用ののぼりを作成しました。 

各町内会の防犯防災対策にお役立て下さい 

※青少年部会 
今年度は芋掘り体験を開催しました。２００名近い参
加者があり盛況でした。 
来年度は清水中学建て替えのため現地での芋栽培が
出来ませんので新しい土地での芋掘りを計画いたし
ます。 

 

 

 

※生涯学習部会 
今年度は総務部会とともに歴史探訪バスハイクを
開催しました。来年度は公民館まつりがありますの
でご協力をお願いいたします。 

※福祉推進部会 
今年度は 福祉フェス、講演会と予定し、準備は進
めておりましたが、コロナのため中止せざるをえ
ませんでした。来年度は是非とも開催したいと思
っています 

※女性部 

今年度は活動が出来ませんでした。 

来年度は味噌づくり体験等色々な事業を計画し

ています。公民館まつりにむけて活動していきま

すので ご協力お願いたします。 

 

※総務部会 

今年度は自治協だより４回発行、４回の総務部会を

開催しました。事業としては、生涯学習部会ととも

に歴史探訪バスハイクを開催し、９０名以上の参加

をいただきました。また、来年度のニュースポーツ

大会開催のため、プレー方法やルールを実践交えて

研修会を開催しました。 

来年度は、新事業のニュースポーツ大会を始め様々

な交流の場を作って行きたいと思います。 

 

 

 
 
  

１年間の事業の反省と来年度総会日程 

について話し合われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回 令和４年度 第１回 総務部会･理事会 

令和４年４月７日（木） １８時～総務部会 

１９時～理事会 

 

 

〇 令和 4年度清水地区自治協議会  

総会の日程が決定しました。 

総 会  令和４年４月２２日〔金〕 

１３：４０～ 中研修室１･２ 

懇親会  参加費 ３，０００円   

１８：００～ 三平〔予定〕 

 

 
編集後記 

新型コロナ発生から今月で丸２年になりま

す。一日も早く完全収束してほしいものです。

今回は「挨拶の大切さ」について編集後記とさ

せて頂きます。 

私はパナソニック会社の新入社員研修で 

当時の松下電器の顧問で経営野上様と称され

ていた松下幸之助創業者の講話を何度か受講

しその中で必ず「挨拶の大切さ」の話がありま

した。商いの基本は挨拶です。心のこもった挨

拶は真の商いに自分自身の人格向上にも結び

つくものだと教えられました。私も現役の時

は挨拶をモットーに九州のパナソニック会社

の生成発展に尽力して参りました。 

清水地区自治協も毎日明るく元気な挨拶で地

域に根ざしたお役に立つ活動をして参りたい

と思います 

（清水地区自治協議会副会長 西田 稔） 

 

 

 

長崎県警より 

長崎県警佐世保警察署の移転建て替えについて 

現在天満町にて稼働しております佐世保警察署です

が、老朽化のため相浦署と統合し移転の目安として令

和９年度に市民会館跡地へ移転する予定です。 

 

 

※保健環境部会 

今年度は佐世保川清掃が出来ませんでしたが、

11月に通学路パトロールと清掃を行いました。 

来年度も佐世保川清掃と通学路環境パトロール

を開催予定です 

佐世保市役所土木部道路維持課より 

総合教育センター下保立町交差点について 

交差点の安全対策としてコンパクト化対策をも

って通行の安全を図ること、交差点内に右折マ

ークやゼブラやポストコーンなどで注意喚起を

図り、優先順位を明確にし、交差点内の安全対策

を図ることで進めていきたい、等の説明があり

ました。 
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